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昭和53年度入学式学長告辞

御入学 をお祝いいた します。
諸君は立山 をごらんになったことでしょう。 雄峯立山 は

まだ白雪喧々きながら厳冬の様相 です。 しかるに山 の麓は

すでに梅が咲きこぼれ桜もほころぷ陽春の季節です。 即ち

寒とH愛， 北 と南， 厳と寛， 陰と陽と全〈相 反するものがそ

れぞれ相 関しながら展開していく大宇宙の厳然 たる姿です。

現 在の諸君 もまた然 り， 苦しかった受験 生活から解放さ

れ， いよいよ主体 性を もった大学生活に転換する記念すべ

き日 であります。 このときこそあらためて大学 に志した目

的 ， 今後 の目 標を冷静 かつ真剣に考えるべきでしょう。

味刀心忘るべからず、 固 い決意こそ大切です。 ややもす
ると大学 入学 の興奮が覚め， 緊張感を失い， 最 も大切な入
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学 の目 的 ， 目 標までも失って虚無 感のとりことな り， 脱落

することのないよういまから心を引き締めていただきたい。
御存じのごとし大学 は敢 くまでも研究と教育の場 であ

り， 文化 の伝達， 伝承と新しく造 り上げる創造 の機能 を発
揮する学 聞の場 であるから， それに伴う学 習を否定するこ
とはできません。 学 習と研究は大学 における諸君の権利で

あり， この権利こそ存分に発揮して欲しいものです。
特に大学 院研究科 の諸君には大学 における科学 研究の重

要性は自 由な発想、による先駆的独創的 研究を進めて， 人 類
の永生と幸福をもたらすことが強〈要請きれております。

最近の科学 は一方ではミク ロ の世界から他方では科学 衛
星までその進歩発展は驚くほどです。 研究の最先端はます
ます精密鍬密化 し， また実験 計測j， データ処理 などの装置や

方式も急速に開発大型化 し， 大規模な研究観測手 段な しに

はその最先端を切り聞くことが不可能 なほど研究分野 が拡
大しています。

その 上社会的 要請の増大という研究の外 在的 な状況の変
化 が生れています。 即ち全人 類が総力をあげて取 り組まね
ばな らない多 くの課題が待っています。 エネルギー， 食糧，
資源， 人口問題， 環境 の保 全， 海洋の利用 ， 地震や災害，
ガンなどの難病研究など人 類の生存にとって速やかに解明
すべき緊急の問題が山 積していることです。

真理 の探求， 科学 の研究には終着駅はありません。 諸君
は無 限のカを信じ， これを発揮する努力と根性が必要です。

大学 はまた人 間形成の場 であり， 青年 後期の人 間形成の

仕上 げのときです。 大学 における人 間形成は先っー学 聞を通
しての ものですが， 課外 活動による面も まことに大であり
ます 。 スポー ツを愛し， 頑健 な体 を造り上げることが肝要

です。
いま日 本が直面している重要問題のーっと して， 青少年

体 力の低下があります。 かつては世界一勇 敢であり， 強か

った国 民 が世界一弱い国民 に成り下がったことです。 男1 7

歳 ， 女15歳で成長 がストップし老化現 象が現 われてくるこ
とは日本民 族にとってゆゆしき問題です。 受験 教育， 家庭
教育， 社会環境 等いろいろの原因はありましょうが， よく

これに対処し， 体 力 ， 頭脳， 機能 ， バイ タリティの充実し
た立派な青年を指向していただきたい。 また個性をの ば し

豊かな人 間性を培うための文化 活動も意義 あることです。

大学 の自 由は学 聞の進歩， 社会 の発展のために極めて重
大な ものとの認識によるものであって， 自 由に対する責任
と自 立性がなければな らないと存じます。

諸君は生れながらのオ能 を伸ばし， 助 け合い， 責任 を分
かち合う協調と連帯の精神 が現 代社会 に必要であり， 国際

社会 においても相 互依存が不可欠な時代であることを思い，

大学 において将来国 際社会 に活躍できる能 力を養 っていた
だきたいものです。
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戦後初年， 科学技術の進歩によりすぼらしい経済成長と

繁栄を成し遂げた日本が． 今日：社会経済， 国際経済の面に
おいて多くの困難に直面しております。

地球上の総ゆる資源が有限であり， 一方21世紀初頭には

世界の人口は現在の2倍に逮するといわれ， 更に大きな資

源の必要にせまられることでしょう。省資源， 省エネルギ

ーによる産業構造の改革と世界を指導する頭脳の開拓は諸

君に隷せられた任務でありましょう。
諸君は大学入学にあたり，覚悟を新らたにしi映ることな

し片よることなしはたまた経卒に附和雷同することな

し富山大学生として誇りをもち，責任 ある行動をとって
いただきたい。

朱寮の鋳に

謂うなかれ 今日学Iまずして来日ありと

謂うなかれ 今年学iまずして来年ありと

日月逝きぬ 歳我を延ばきず

鳴呼老いたり 是れ維の館ぞや

歳月i主人を待たない。

今日只今おかれたところで全力を尽すことのできるもの

は即ち途人でしょう。 140億の脳細胞を豊かな人間性と学

問研究のため思う存分伸ばしていただきたい。

いうまでもなく学聞は敢くまでも自己との対決であり，

己を磨くことであって，決して人と人との量産争ではない。

諸君の研究努カによって富山大学が世界の名門校になるこ

とも可能であります。世界人類が安全に幸福に生存できる

ために踏君の力に期待するところまことに大なるものがあ

ります。

希くは， 明るく大らかに， 甘えることなく不動の信念を

もって大学生活を送られんことを切望して学長告鉾といた

します．

昭和53年4月10 日

富山大学長 林 勝次

関 係 法 令

(:::) 
政 令

O国立大学の隊属の学校に関する政令のー訴を

改正する政令（84) 4・1

0国立大学の大学院に置〈研究科の名称及ぴ謀

穫を定める政令の一部を改正する政令（85) 4・1

0国立学校E位置法附員lj第三項の定員に付加すぺ

き定貝を定める政令（86) 4・1

報 第179号

。日本育英会法施行令の一部を改正する政令

(117) 4・5

省 令
0大学入学資格検定規穫の一部を改正する省令

（文部 8) 4・1

0国立の学校における授業料その他の費用に関

する省令のー郵を改正する省令（岡9) 4・1

0児童扶養手当法施行規制及ぴ特別児童扶養手

当等の支給に関する法律施行規制の一部を改
正する省令（厚生16) 4・1

0国立学校訟置法施行規則等の一郎を改正する

省令（文部10) 4・1

0国立大学の学科及ぴ課程並ぴに湯座及ぴ学科

自に関する省令の一部を改正する省令（同13) 4・1

0国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関

する省令の一部を改正する省令（同14) 4・1
0日本学校安全会法施行規則の｝部を改正する

省令（同15) 4・1

0学校保健法施行規則の一部を改正する省令
（同18) 4・1

0文部省定員規則の一部を改正する省令（同却） 4・5
鍵 則

0俸給表の適用範囲の一郎を改正する規制（人
事院9-2 ) 4・1

0初任給．昇格，昇給等の基単のー訴を改正す

る規制（同9 -8) 4・1

0指定職俸給漢の適用を受ける職員の俸給月額

の一部を改正する規則（同9-42) 4・1

0職員の保健及び安全保持の一筋を改正する規

則（伺1か－4 ) 4・1

0俸給の調盤績のー榔を改正する規制（同9ー

6 ) 4・20

0俸給の特別調盤額の一部を改正する規則）間
9-17) 4・m

o特殊勤務手当の一部を改正する規則（悶9ー

3 0) 

借 家
。国立の高等学校， 高等専門学校及r;幼稚園の

災害共済給付契約に係る昭和53年度以後の学

生又は幼児についての共済鋳金のうち， その

4・20

保随者等から債収する額を定める件（文部6 8) 4・1

- 2 -
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学 内 規 則

富山大学学則の一部改正

富 山 大学学 則の一部を改正 する学 則を次のとおり制定する。
昭和53年 4 月 1 日

富山大学長 林 勝次
富山大学学則の一部を改正する学則

富 山 大学学 則 （ 昭和25年 1 月 20 日制定 ）の一 部を次のように改正 する。

第 1 6 条に次のただし香を加 える。

ただし， 編入学 ， 再入学 及び転入学 については， 毎学 期の始めとすることができる。

第18 条中 「選抜試験 を行い， 入学 を許可する者を定めるdを 「別に定めるところにより， 選抜試験 を行うuに
改める。

第 18 条の 次に次の1 条を加 える。

第18条の2 学長 は， 入学 の選考に合格した者で， 次の各号 のーに該当し， かつ， 入学手 続を完了した者に入学
を許可する。

(1 ）所定の期日 までに入学 料を納付した者
(2 ) 第3 6 条の 2第 1 項 の規定により， 所定の期日 までに入学 料の免除 を受けるための申請をした者
第 四条を 次のように定める。

第19条 次の各号 のーに該当する者は， 前条の規定にかかわらず， 各学 部の定めるところにより， 当該教授会 の
を経て入学 を許可することができる。

(1 ）本学 又は修業年 限4 年 以上の他の大学 を卒業 した者
(2）本学 の退学 者で再入学 を志願する者
(3 ）修業年 限4 年 以上の他の大学 に在学 し，本学 に転入学 を志願する者
(4 ) 短期大学 又は高 等専門学校を卒 業 した者

第 6 6 条第 1 項中 「6 ,0 0 0 円」 を「8 ,0 0 0 円」に改める 。

第 67 条第 3 項中 「3 , 0 0 0 円」を 「4 ,0 0 0 円」 に改める。
第 69条中 「文 部省の委嘱により，」を「本学 に」 に改める。

別表第 2 を次のように改める。

学 苦E 学 科 等

文 学 科
文理学 部

理 戸寸Lー' 科

人 文 学 科
人文学 部

語 学 文 学 科

学 校 教 員 養 成 課 手呈

中 学 校 教 員 養 成 課 平呈
教育学 部

養 護 学 校 教 員 養 成 課 程

幼 稚 園 教 員 養 成 課 手呈

経 i斉 学 科
経済学 部

経 営 学 科

3 -

入 学 定 員 総 定 員

1 6 0 名

2 7 0 名

8 0 名 1 6 0 名

8 0 名 1 6 0 名

1 4 0 名 5 6 0 名

5 0 名 2 0 0 名

2 0 名 8 0 名

3 0 名 1 2 0 名

1 2 0 名 4 8 0 名

1 2 0 名 4 8 0 名
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数 会寸主ゐ- 科 4 0 名 8 0 名

物 理 且寸£ー． 手キ 4 0 名 8 0 名

理 学 部 化 且ナゐ 手ヰ 4 0 名 8 0 名

生 物 学 科 3 0 名 6 0 名

I也 球 科 寸..，，ー. 科 3 0 名 6 0 名

薬 寸品ιー 科 5 5 名
薬 学 部

製 薬 11:; 学 科 5 0 名

電 気 工 学 科 5 0 名 2 0  0 名

工 業 化 持寸主a． 科 4 5 名 1 7 5 名

金 属 工 学 手ヰ 4 0 名 1 6 0 名

工学 部 機 械 工 学 手ヰ 5 0 名 2 0 0 名

生 産 機 械 工 学 科 4 0 名 1 6 0 名

イじ 学 工 学 科 4 0 名 1 6 0 名

電 子 工 学 科 4 0 名 1 6 0 名

ムロ、 計 1 ,  1 2 5 名 4 '  3 5 0 名

別表第3を 次のように改める。

寸.，，，・. 音E 学 科 等 教 員 の 免 許 状 の 種 類 （ 免 許 教科 ）

中 学校 教諭 1 級普通免許状
人 文 学 科 （ 社 会 ）

高 等学校 教諭 2級普通免許状
人 文 学 部

中 学校 教諭 1 級普通免許状 （ 国語 ， 中 国語 ， 英語 ， ド イ ツ
圭ロ五口 学 文 学 科

高 等学校 教諭 2級普通免許状 ： 語）

小 学 校 教諭 l 級普通免許状

小 学 校 教 員 養 成 課 程 中 学校 教諭 1 級普通 免許状： （ 国語 ， 社会 ， 数学 ， 理科 ， 音
l 楽 ， 美術， 保健体育， 保健 ， 家

庭， 職 業 ， 職業 指導， 英語 ， 技

術）

教育 学 部 中 学 校 教 員 養 成 課 程 高 等学校 教諭 2級普通免許状 （ 国語 ，社会 ，数学 ， 理科 ， 音

楽 ， 美 術，工芸，書道， 保健体

育，保健 ， 家庭，農業 ， 職業 指

導， 英語）
養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 養 護学校 教諭 l 級普通免許状

幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 幼 稚 園 教諭 l 級普通免許状

中 学校 教諭 l 級普通免許状 （ 社 会 ）
経 済 学 科

高 等学校 教諭 2級普通免許状 （ 社 会 ，商業 ）
経済学 部

中 学 校 教諭 1 級普通免許状 （ 社会 ）
経 戸昌u, 十訟，， 科

高 等学校 教諭 2級普通免許状 （ 社 会 ， 商業 ）

- 4 一
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中 学校 教諭 1 級普通免許状
数 学 手ヰ （ 数学 ）

高 等学校 教諭 2級普通免許状

物 理 学 科
理 学 部

イじ 学 科 中 学校 教諭 1 級普通免許状
（理科 ）

生 物 学 平井 高 等学校 教諭 2級普通免許状

地 球 科 学 科

薬 学 手ヰ 中 学校 教諭 1 級普通免許状 （ 理科 ）
薬 学 部

製 薬 化 寸Aゐー 科 高 等学校教諭 2級普通免許状 （理科 ）

電 気 工 ナA主4 科

工 業 化 ：議子主4 科

金 属 工 学 科 中 学校 教諭 1 級普通免許状 （ 職 業）

工 学 部 機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科 高 等学校 教諭 2級普通免許状 （工 業）

化 学 工 学 科

電 子 工 学 手ヰ

附 則

1 この学 則は， 昭和53年 4 月 1 日から施行 する。

2 昭和53年 3 月31 日以後 引き続き在学 している専攻生， 研究生， 聴講生及び特別聴講生に係 る授業料の額は，

学 則その他の規則に定められた在学期 間 （ 在学期間 が延長きれた場 合で， 当該延長期間 の始期 が昭和53年 4 月

1 日 以後であるものを除 く。 ） が満了するまでの聞は， 従前の額とする。

富山大学大学院学則の制定

富 山 大学 大学 院学 則を次のとおり制定する。
昭和53年 4 月 1 日

富 山 大学長 林 勝次

富 山 大 学 大 学 院学 則

第 1章 総 則

（ 趣 旨）
第 1条 この学 則は， 富 山 大学学 則 （ 以下「 本学学 則」という。） 第7条の規定に基っーき ， 富 山 大学 大学 院 （ 以下

「大学 院』という。） に関レ必要な事 項を定める。

（ 目 的 ）
第2条 大学 院は， 学 術の理論 及び応用 を教授研究し， その深奥 をきわめて， 文化 の進展に寄与することを目 的

とする。

（ 研究科 ）
第 3条 大学 院に 次の研究科 を置く。

理学 研究科

薬学 研究科
工学 研究科

（ 修士課程）

第4条 研究科 に修士の学 位を与える課程 （ 以下 「修士課程」という。 ） を置く。
第 5条 修士課程は， 広い視野に立って精深な学 識を授け， 専攻分野における研究能力 又は高 等の専門性を要す
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る職業 等に必要な高 度の能力 を養 うものとする。

（専 攻）
第S条 研究科 に 次の専攻を置く。

理学 研究科

数学専攻，物理学専攻， 化学専攻，生 物学専攻
薬学 研究科

薬学 専攻， 製薬 化学専攻

工学 研究科

報 第 1 79号

電気工学 専攻， 工業 化学専攻， 金属工学 専攻， 機械工学専攻，生 産機械工学専攻， 化学工学専攻， 電子工学
専攻

第2章 学 生 定 員

（学生定員）
第7 条 各 研究科専攻別学生定員は，別表l のとおりとする。

第3章 学年・学期及び休業日

（学年 ・学期 及び休業 日 ）

第 8 条 学年 ・ 学期 及び休業 日 については， 本学学 則の規定を準用する。
第4章 修業 年限及び在学期間

（修業年 限）

第g条 研究科 の修業年 限は， 2年 とする。
（在学期間 ）

篇10条 研究科 の在学期 聞は， 4 年 を超えることができないe
第 5章 教育方法等

（教育方法 ）

第11条 研究科 の教育は， 授業科 目 の授業 及ひ。学 位論文 の作成等に対する指導（以下 「研究指導」という。 ） によ
って千子うものとする。
（授業科 目， 単位数及び履修方法 ）

第12条 研究科 における授業科 目 の内 容， 単位数及び履修方法 並びに研究指導の内容及び履修方法 は， 各 研究科
において定める。

第13条 学生 は， 2年 以上在学 して所要の授業科 目 について3 0 単位以上を修得しなければならない。
第14条 学生は． 履修する授業科 目 中選択科 目 の選択については， あらかじめ指導教官 の指導を受けなければな

らない

第15条 学生は， 指導教官 の許可を得て， 当該研究科 の他の専攻の授業科 目 若しくは他の研究科 の専攻の授業科
目 又はその基礎となる学部 の授業科 目 を履修し， これを第13 条に規定する単位とすることができる。

第16条 研究科 において教育上有益と認めるときは， 学生 に他大学 の大学 院との協議 に基つ’き授業科 目 を履修さ
せることができる。

2 前項の規定により学生が修得した単位は， 1 0 単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位とみなすこと
ができる。
（単位の認定）

第17条 授業科 目 を履修した者に対しては， 試験 又は研究報告により， その合格者に単位を与えるものとする。
2 単位修得の認定は， 学期 末に担当教官 が行 う。

（成績の区分）
第18条 各授業科 目 の成績は， 合格及ぴ不合格の 2種とする。

（追試験 ）
第19条 病気 その他やむを得ない事由により正 規の試験 を受けることができなかった者は， 追試験 を許可するこ

とがある。

（再試験 ）
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第四条 不合格の授業科 目 についでは， 願い出 により再試験 を許可することがある。
第S章 課程終了の認定及び学位授与

（修士課程終了の要件及ぴ認定等）

第 1 79号

第2 1条 修士課程の修了要件は， 2 年以上在学し， 授業科 目について3 0 単位以上を修得し， かっ ， 必要な研究指
導を受けた上， 学位論文 の審査及び最終試験 に 合格することとする。

2 学位論文 の審査及び最終試験 は， 研究科 委員会 で選出 した審査委員がこれを行い， その合格及び不合格は，
審査委員の報告に基づいて研究科 委員会 が認定する。

3 最終試験 は， 所定の単位を修得し ， かっ， 学位論文 の審査に合格した者について行う。
4 最終試験 に関し必要な事 項は， 各 研究科 において定める。

（ 学位の授 与）
第22条 修士課程を修了した者には， 次の区分に従い学位を授 与する。

理 学研究科 理 学修士
薬学研究科 薬学修士
工学研究科 工 学修士

2 学位の授 与に関レ·16·、要な事 項は， 別に定める。
第 7章 教員免許状

（ 教員免許状授 与の所要資格の取得）
第23条 高等学校 教諭 2級普通免許状授 与の所要資格を有する者で当該免許教科 に係る高等学校 教諭 1 級普通免

許状授 与の所要資格を取得しようとする者は， 教育職 員免許法 及ぴ教育職 員免許法 施行 規則に定める所要の

単位を修得しなければならない。
2 研究科 において当該所要資格を取得できる高等学校 教諭 1 級普通免許状授 与の所要資格を取得しようとする

者は， 教育職 員免許法 及び教育職 員免許法 施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない
3 研究科 において当該所要資格を取得できる高等学校 教諭 1 級普通免許状の免許教科 の種類は， 別表2のとお

りとする。
第8章 入学， 休学， 転学及び退学

（ 入 学の時期 ）
第24条 入 学の時期 は， 学年の始めとする。

（ 入 学の資格）
第2 5条 研究科 に入 学することのできる者は， 次の各号 のーに該当し， かっ ， 志望の専攻課程を履修するに 適当

と認められた者とする。
(1 ） 学校 教育法第 52条に定める大学を卒業した者
(2 ) 外国 において学校 教育における1 6年の課程を終了した者
(3 ） 学校 教育法 施行 規則第 70 条第 1 項の規定に基づき文部 大臣が指定した者
(4 ) その他各 研究科 において第 l号と同等以上の学力があると認めた者

（ 入 学の出 願手 続及び選考）
第26条 入 学を志願する者は， 所定の入 学願書及ぴその他の書類を所定の時間内 に提出 しなければならない。
第27条 入 学を志願する者に対しては， 選考を行うものとし， 選考の方法 は別に定める。

（ 転入 学及び再入 学）
第28条 転入 学及び再入 学については， 本 学学則の規定を準用 する。

（ 入 学手 続）

第29条 第 27条に定める選考の結果合格し， 入 学しようとする者は， 別に定めるところにより， 入 学手続を行わ

なければならない。
2 入 学手 続を完了しない者は， 入 学を許可しない。

（ 休学 ， 転学及ぴ退学）
第30条 休学， 転学及び退学については， 本 学学�ljの規定を準用 する。

第9章 授業料， 入学料及び検定料
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（ 授業 料， 入学 科及び検定料）
第3 1粂 授業 料， 入学 料及び検定料の額及び徴収方法 は ， 国立の学校 における授業 料その他の費用 に関する省令

（昭和3 6年文部 省令第 9 号 ） の定めるところによる。

（ 授業 料又は入学 料の免徐及び徴収猶予等）
第32条 授業 料又は入学 料の免除 及び徴収猶予等の扱いについては， 本学学 則の規定を準用 する。

第10章 懲 戒
（ 懲 戒）

第33条 懲戒については， 本学学 則の規定を準用 する。

第11章 教 員 組 織

（ 教員組織）
第34条 研究科 における授業 並びに指導は， 本学 の教授 ， 助教授 及び講師 がこれを担当する。

第12章 運 営 組 織

（ 大学 院委員会 ）
第35条 大学 院の管理 運営に関する事 項を審議 する7こめに， 大学 院委員会 （ 以下「委員会 」という。） を置く。

2 委員会 に関する規則は， 別に定める。
（ 研究科 長）

第36条 研究科 に研究科 長を置き， 基礎となる学部 の長をもって充てる。

（ 研究科 委員会 ）
第37条 研究科 に属する学事 管理 を行うため， 研究科 委員会 を置く。

2 研究科 委員会 に関する規則は， 別に定める。

第13章 楠 則

（ 研究科 規則）
第38条 この学 目1］に定めるもののほか必要な事 項は，�JJに定める。

（ 本学学 則の準用 ）
第39条 この学 則中 ， 本学学 則を準用 する場 合は， 「学部 長J， 「学部 」をそれぞれ「研究科長」， 「研究科 」と読

み替えるものとする。

附 則

1 この学 則は， 昭和53年 4 月 1 日から施行する。
2 富 山 大学 大学 院学 則（昭和 42年 5月19 日制定） は， 廃止する。

別表l

研 究 科 名 専 攻 名 入 学 定 員 総 定 員

数 学 専 攻 8 名 8 名

物 理 品寸Mー. 専 攻 8 名 8 名
理 学 研 句7舟Lヲ2 科

化 A寸4ー－－ 専 攻 1 0 名 1 0 名

生 物 学 専 攻 8 名 8 名

薬 寸－・ 専 攻 2 1 名
薬 寸詳£ー． 研 究 科

製 薬 化 学 専 攻 1 2名

電 気 工 学 専 攻 1 0 名 2 0 名

工 業 化 学 専 攻 8 名 1 6名

金 属 工 学 専 攻 8 名 1 6名

工 学 研 n丸内「」 科 機 械 工 学 専 攻 1 0 名 2 0 名

生産機械工学 専 攻 8 名 1 6名

化 学 工 学 専 攻 8 名 1 6名
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i入口

電 子 工 学 専 攻 ｜ 8名
計 I 9 4名

名一
名

氏U
一
巧，4

4・i
－
。。可i

別表2

研 勾f斗L' 科 目 専 攻 名 免 許 教 科 の 種 類

数 学 専 攻 数 学

物 理 学 専 王文
理 学 研 旬7E 科

化 学 専 攻 理 手ヰ

生 物 学 専 攻

薬 点寸＆ーら 専 攻
薬 学 研 究 科 理 科

製 薬 化 学 専 攻

電 気 工 学 専 攻

工 業 化 学 専 攻

金 属 工 学 専 攻

工 学 研 q九h, 科 機 械 工 学 専 攻 工 業

生産機械 工 学 専 攻

化 学 工 学 専 攻

電 子 工 学 専 攻

富山大学学位規則の一部改正

富 山 大学学位規則の一部 を改正 する規則を次のとおり制定する。
昭和53年 4月 1 日

富 山 大学長 林 勝次
富山大学学位規則の一部を改正する規則

富 山 大学学位規則（昭和 40 年l 月22日制定） の一部 を次のよ うに改正 する。

「理 学修士第 2 条第2項中「薬学修士」を 薬学修士」
に改める。

品 「理学 修士 （ 富 山 大学）
第13 条中 「薬学修士（富 山 大子） 」を 薬学修士 （ 富 山 大学） 」に改める。

附 則

この規則は， 昭和53 年 4月 1 日から施行する。
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富山大学大学院理学研究科規則の制定

富 山 大学 大学 院理学 研究科 規則を 次のとおり制定する。
昭和 53 年4 月1 日

富 山 大学 長 林 勝次

富山大学大学院理学研究科規則

（ 趣 旨）

第 1条 富 山 大学 大学 院学 則第38 条の規定に基つ’き， T富山 大学 大学 院理学 研究科 （以下「研究科 」という。） に必
要な事 項は， この規則に定めるところによる。
（授業科 目 及び単位数）

第 2条 研究科 における授業科 目 及び単位数は， 別表のとおりとする。
2 授業科 目 の配当及び授業 時間は， 毎学 年の始めにこれを定める。

（指導教官 ）

第3条 指導教官 は， 教授 とする。 ただし， 必要あるときは， 助 教授 をもって代えることができる。
2 指導教官 は， 学 位論文 の作成その他について， 学 生を指導する。

（履修方法 ）
第 4 条 学 生は， 所属する専攻課程の授 業科 目 について， 必修科 目 22単位，選択科 目 8 単位以上， 合計3 0 単位以

上を修得しなければならない。
第5条 学 生は， 指導教官 の許可を得て所属する専攻課程以外 の授業科 目 を履修することができる。

2 前項により履修した授業科 目 の単位は， 4 単位までを前条に規定する選択科 目 の単位に代えることができる。
第S条 学生 は， 毎学期 指定する期 間内 に， その学期 で履修しようとする授業科 目 を届出 なければならない。

（ 単位の認定）

第 7 条 単位修得の認定は， 筆記もしくは口頭 の試験 又は研究報告等により， 授業 担当教官 が行 う。
2 前項の認定は， 学期 末に行 う。 ただし， 特別の事情があるときは， その時期 を変えることができる。

（ 成績区分）

第 8 条 合格した各授業科 目 の成績は， 優， 良， 及び可で表示する。
（ 単位の証明 ）

第S条 研究科 長は ， 単位を修得した学 生の願出 があれば ， 単位修得証明 書を交付することができる。
（ 学 位論文 の提出 ）

第10条 学 位論文 は， あらかじめ指定する期 日までに提出 しなければならない。
（ 学 位論文 の審査及び最終試験 ）

第11条 学 位論文 の審査及び最終試験 は， 研究科 委員会 において委嘱する教授 3 名の審査委員によっ て行 う。 た

だし， 1 名は， 原則として指導教授 とする。
2 必要があるときは， 教授 の代わりに助教授 を前項の審査委員に委嘱することができる。

（ 転入学 生の単位換算）
第12条 他の大学 院 から転入学 した学 生が， その大学 院で修得した単位を， この研究科 の単位に換算する場 合の

認定は， 研究科 委員会 が行 う。

（ その他）
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事 項は， 研究科 委員会 が定める。

附 則

この規則は， 昭和53 年4 月1 日から施行 する。
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（別表）

各専攻課程授業科目及び単位数

専 攻 諜 程 f受 業 科 目 単位数 ｛蔚 考

代 数 学 特 論 I 2 0印は必修
II II 2 

代 数 学 及 び 幾何 学
！幾 何 学 特 論 I 2 

II II 2 

位 相 解析 学 特論I 2 
II II 2 

解 析 学
複素解析 学 特論I 2 

II II 2 
数 学 専 攻

実 解 析 学 特 論 I 2 
II II 2 

数 理 統 言十 学
数理 統 計 学 特論I 2 

II II 2 

関 数 方程 式特論I 2 
II II 2 

応用 解析学及び電子 計 算機論
応 用 解析 学 特論I 2 

II II 2 

0ゼ「 、、、 ナ lレ 4 

o課題研究及び研究論文 1 8 

f民 1旦 物 理 寸＂＂： 4 0印は必修
閲 f本 物 理 声寸且A． 固 体 物 理 寸再んー 4 

li:f! 十メ」、 物 理 学 4 

素 粒 子 物 理 学 4 
豆目王 こF 物 理 学

場 グ〉 量 子 論 4 
物 理 学専攻

結 品 物 理 寸＂＂： 4 
結 品 物 理 学

回 折 結 晶 学 4 

電 t皮 物 理 ；主4- 電 1皮 分 光 学 4 
マ イ ク ロ 波 工 学 4 

0セ’ 、、、 ナ Yレ 4 
0課題研究及び研究論文 1 8 
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物 理 化 �子企主． 化 学 反 応 論 4 0印は必修
触 媒 化 寸込＆ーら 4 

構 造
構 1、a旦ュ 化 学 4 

化 学 量 子 fじ 学 4 

分 キ斤 化 寸＂＂.：
分 析 1t ：子,).l..l.. 4 
無 機 反 応 論 4 

化 学 専 攻

有 機 ｛七 品寸aー． 有 機 反 応 ー日子l開� 4 

有 機 構 1、盛旦' 言命 4 

天 然 物 化 員寸ムaー． 天 然 物 化 寸且� 4 

複 素 環 化 学 4 

。ゼ 、、、 ナ lレ 4 
0課題研究及び研究論文 1 8 

機 能 汗3 甫也恒、 学 4 0印は必イl�

形 態
系 統 � 特 論 2 寸＂＂与ー
分 類 学 特 論 2 

代 謝 調 節 A寸＂ーみ 2 

動 物 生 理 学 特論 4 

生 理 寸＂＂： 植 物 生 理 学 特論 4 

生 物 化 学 特 論 2 
生 物 学 専攻

細胞 生 物 学 特論 4 

細 1包 生 物 学 遺 伝 寸＂＂.： 特 論 2 

発 生 生 物 学 特論 4 

陸 水 寸＂＂－ι 特 論 3 

生 態 学 特 論 3 
環 境 生 物 学

放射性 生 物 学 特論 2 

環 境 生 物 学 特論 2 

0セ「 、、、 ナ lレ 4 

o課題研究及ぴ研究論文 1 8 

- 12 -
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富山大学大学院理学研究科委員会規則の制定

富 山大学 院理学 研究科 委員 会 規則を次 のとおり制定する。
昭和53年 4 月 l日

富 山 大学長 林 勝次
富山大学大学院理学研究科委員会規則

（ 趣 旨）

第 1条 富 山大学大学 院学 則第3 7条第 2項の規定に基づき， 富 山 大学大学 院理学 研究科 委員会 （ 以下「委員 会 」
という。） の組織， 審議事 項及ぴ運営等については， この規則の定めるところによる。
（ 組 織）

第2条 委員 会 は， 次 に掲げる職員 を もって組織する。

(1 ) 研究科長
(2 ）研究科 の専任教授

（ 審議事 項）

第3条 委員会 は， 次 の事 項を審議 する。
(1 ）研究科 担当教員 に関する事 項

( 2 ) 学科 課程に関する事 項
(3 ) 試験 に関する事 項

(4) 課程修了の認定に関する事 項
(5 ) 入学 ， 退学 ， 休学 ， 転学 及ぴ懲戒その他学生の身分に関する事 項

(6) その他研究科 の教育 ， 研究及び運営に関する事 項
（議 事）

第4条 委員 会 は， 研究科長 が招集し， その議長 となる。

2 研究科長 に事 故あるときは， 研究科長 の指名する委員 がこれに代 わる。
3 委員 会 は， 研究科長 が必要と認めたとき又は委員 の3 分のl以上 から付議 すべき事 項を示して請求のあった

ときこれを聞く。

第5条 委員 会 は， 委員 （長期出張中又は休職中 の委員 を除 〈。） の3 分の 2 以上が出席しなければ議事 を聞き議
決することができない

2 議事 は， 出席委員 の3 分の 2 以上 の同意を もって決する。 ただし， 富 山大学学 位規則第14 条に規定する事 項
に関しては， 出席委員 の 4分の3 以上 の同意を必要とする。
（ 委員 以外 の出席）

第S条 研究科長 は， 必要があるときは， 委員 以外 の者を委員 会 に出席きぜることができる。
（ 小 委員 会 ）

第7条 研究科 委員 会 に小 委員会 を置くことができる。

第B条 小 委員 会 は， 委員 会 から付託きれた研究科 の運営その他必要な事 項に関し， 委員 会 に提出する原案の作
成にあたる。

（ 細 則）
第S条 委員 会 は， 必要があるときは， 細則を設けることができる。

（ 庶 務 ）
第10条 委員会 の庶務 は， 研究科長 の指示により人文学部 ・理学部事務長 が処理 する。

附 則

この規則は， 昭和53年 4 月 1 日 から施行 する。

- 13 ー



報学 第179号昭和53年4月号

富山大学学則の一部改正

富山大学学則の一部を改正する学則を次のとおり制定する。

昭和53年4月21日

勝次林

「 「国 文 学
国文学」を に，� 

朝鮮語・朝鮮文学」 ’ 

富山大学長

富山大学学則の一部を改正する学則

富山大学学則（昭和25年1月20日制定）の一部を次のように改正する。

第56条中「理学専攻科 理学専攻」を削る。

第58条中「理学専攻科 理学専攻 10名」を削る。

ー 「西洋 史 学
別表第l人文学部の項中「西洋史学」を に．� 

人文地理学」 ’ 
「ドイツ

同表理学部の項を次のように改め，め改
学

学文ア、ンロ語ア、ンロ
文、、Fイ「ド

文学」を

学

学

学

学

科

態

主主ゐ寸a

ム形

物生科

ム代数学及ぴ幾何学

ム解 析 学

学

理学部

教

物

物

理

生胞

ム生

ム細ム数 理統 計 学

ム応用解析学 及び
電子計算機論

生境ム環

学

学

造
化

構

進

地球科学科

穀
殻

ムI也学

学

理

ム1也理
学理

物

物

物

物

品

科

体
学

ム固

理物

子量

結

電

ム

ム

ム 学理波

ムレーザ一物理 学

学

学

学

学

学

・レU，4a・
、止
1旦

析

機 化

然 物 化

化

化

理

科

物

構

分

ム

ム

ム

ム有

ム天

学イじ

「フランス語
同表教養部の項中「フランス語」を に 改める。ー

中 国 語J
-

別表第4を次のように改める。

（免許教科）教員の免 許 状の種類

普通免許状

ヰヰ攻専

ドイツ語）（国語， 社会， 英語，高等学校教諭1級T攻専学文文 学専攻 科

（商業）高等学校教諭l級普通免許状経理経営専 攻経済学 専 攻 科

- 14 -

昭和53年4月21日から施行し， 昭和53年4月1日から適用する。

則

この学則は，

附
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富山大学教養部規則の一部改正

富 山大学教養部 規則の一部 を改正 する規則を次のとおり制定する。

昭和53年 4 月 21 日

富 山大学長 林 勝次
富山大学教護部規則の一部を改正する規則

富 山大学教養部 規則 （昭和4 2年4 月 1 日 制定） の一部 を次のように改正 する。
第 5 条第 1 号 並ぴに第 2号 を次のように改める。
(1 ）一般教育科 目 については， 人文， 社会 及ぴ自然 の三分野 にわたり， l科 目 原 則として4 単位， 合計3 6 単位

とする。 ただし， 3 6 単位のうち各 分野 において 2科 目 8単位，計 24 単位を修得しなければならない。
( 2) 外 国語科 目 については， 英語 ， ドイ ツ語 ， フランス語 ， 中国語 のうち， 2ヵ国語各 8単位， 計1 6 単位を修

得＝しなけれiまならない。
第 6 条を次のように改める。

第E条 各授業科 目 の単位数は， 1 単位の履修時間 を教室内 及ぴ教室外 を合わせて45 時間 とし， 次の基準により

計算するものとする。

(1 ) 講義 については， 原 則として教室内 における1 時間の講義 に対して教室外 における 2時間 の準備のための
学 修を必要とするものとし， 毎週1 時間 15 週の講義 をもって1 単位とする。

( 2) 演習については， 原 則として 教室内 における 2時間 の演習に対して教室外 における I時聞の準備のための
学 修を必要とするものとし， 毎週 2時間 1 5 週の演習をもって1 単位とする。

(3 ）実 験， 実 習及ぴ体育実技 等の授業 については， 原 則として， 学 修は， すべて実験室又は実 習場 等で行われ
るものとし， 毎週3 時間 15 週の実験又は実 習をもって1 単位とする。

別表を次のように改める。
別表

分 野 寸,illー. 科 日 授 業 科 目 単 位

哲 学 4 
哲 会す旦a． 

至if-'w 司 理 寸出Z ー， 2 

人 倫 理 寸且＂： 倫 理 主寸主ゐ一 4 

Jし、 理 学 dし、 理 学 4 

日 本 史 4 

歴 史 学 東 i羊 史 4 

西 洋 史 4 

般 文 文 ふ寸L ι- 文 学 4 

音 楽 二回白ユ 楽 4 

美 術 美 術 4 

法 学 4 
法 学

教 ネ土 日 本 国 憲 法 2 

経 I斉 寸昌之ー， 
経 j斉 点寸＂ー－ 4 

統 言十 寸，，，ー. 統 言十 学 4 

政 j台 学 政 治 学 4 

育 ¥ ミ I也 理 学 地 理 学 4 

phd
 

’i
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社 � 学 ネ士 fミ、 寸悼ん- 4 

科 数 品寸以ー． 数 寸.... ー与 4 

物 理 A寸t←与- 4 
物 理 学

自 物 理 学 実 験 1 

it 学 4 
f七 学

自 化 寸且んー 実 験 1 

生 物 学 4 
生 物 学

生 物 学 実 験 市1

扶 地 寸且んー 4 

地 寸ρ＇�与 地 学 実 験 1 

天 文 p寸uー． 2 

社 会 環 境 論 社 会 環 境 論 2 
総、

自 然 環 境 論 2 
メロ入

現 代 社 会 論 2 

英 呈ロ五ロ 8 
英 呈回五日

英 � 話 3 

ド イ 、ソ 呈ロ五口 8 
ド イ 、、I 語

ドイ ツ 語 会 話 2 
外 国 圭”五日 科 自

フ フ ン ス 圭回五日 フ フ ン ス 翠ロロ 8 

中 国 呈ロ五ロ 中 国 三ロ五ロ 8 

フ ア ン 三n五口 フ ア ン 三ロ五ロ 2 

ロ ン ア 呈日五口 2 

体 育 講 義 1 

イ呆 健 体 育 手ヰ 目 保 健 体 育 保 健 講 義 1 

体 育 実 技 2 

附 則

この規則は， 昭和53年 4 月 21 日 から施行し， 昭和53年 4 月 1 日 から適用 する。 ただし， 昭和5 2年 度以前の入
学 者について は， なお従前の例による。

←16 -
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富山大学公印管理規則の一部改正

富 山大学公 印管理 規則の一部 を改正 する規則を次 のとおり制定する。

昭和53年 4 月 22日

富 山 大学長 林 勝次
富山大学公開管理規則の一部を改正する規則

富 山大学公 印管理 規則 （ 昭和48年 3 月 13 日 制定） の一部 を次 のように改正する。

別表第 2中

理学部 ｜ 富 山 大学理学部 長の印 3 0  I 人文学部 ・ 理学部事務長 ｜ 人文学部 ・ 理学部 庶務係長 を

「
富 山 大学理学部 長の印 I 3 0  I 人文学部 ・ 理学部事務長 ｜ 人文学部 ・理学部 庶務係長

理学部 ｜ ｜ ｜ 
富 山大学理学 研究科 長の印 I 23 I II I 

に改める。

附 則

この規則は， 昭和53年 4 月 22日 から施行し， 昭和53年 4 月 1 日から適用 する。

諸 .c:::i』
':z:t 議 く審議事項〉

(1 ) 富 山 大学学員ljの一部 改正につい て
( 2 ) 富 山大学教養部 規則の一部 改正 について

(3 ) 富 山 大学名誉教授 称号授 与について

(4 ) 薬学部 及ぴ和 漢 薬 研究所の移行に伴う関係図書の取

昭和53年度第 1回評議会（ 4 月 21 日 ）

ζ報告事項〉
(1) 昭和53年 度富 山大学大学 院理学 研究科 （ 修士課程）

入学試験 合格者の判定について

(2 ) 昭和5 2年 度富 山大学大学 院薬学研究科 （ 修士課程）

修了者の認定について

1及いについ て

人 事 異 動

異区動分 発令年 月 日 氏 名 発令 前の所属官 職 異 動 内 廿”‘＝・ 発 令 者

53 . 4 .  1 山 村 敬 教授 （ 人文学部 ） 文部 大 臣

II 木 下 良 II II II 

II 梶 井 捗 II II II 

II 矢 津 英 一 助教授 （ II II 
採用

II 高 瀬 泉 教諭 （ 教育学部附属養 護学校 ） 富 山大学長

II 飯 田 聴！ II II II II 

II 松 i畢 敏 彦 II II II II 

” 青 山 II II II II 

ウ’噌Eム
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5 3. 4. 1 山 崎 友 憲 教諭 （教育学部附属養 護学校） 富 山大学長

II 泉 美智子 II II II II 

II 酒 井 元 雄 II II II II 

II 中 谷 静 江 II II II II 

II 堀 田 恵美子 II II 附属小学校） ” 

II 清 水 美和子 II II 附属幼稚園 ） II 

II 川 崎 一 朗 助教授 （理学部 ） 文 部 大 臣

II 渡 j金 f言 助 手（薬学部 ） 富 山大学長

II 平 津 良 男 II （工学部 ） II 

II 各 務 進 事務補佐 員 （工学部 ） II 
採用

II 米 国 泉 II II II 

II 波 多 宣子 II （教養 部 ） II 

II 越 村 礼 子 II （附属図書館） II 

II 細 川 悦 子 II II ” 

II 永 井 富 美子 II （ 経営短期大学部 ） 短富期山大
大
学

学部経学営長

5 3. 4. 2 山 本 都 久 助教授 （教育学部 ） 文 部 大 臣

II 層雪 国 忍 講 師（ II 富 山 大学長

II j賓名 正 道 II II II 

5 3. 4 . 1 5  中 井 順 子 事務補佐 員 （ 工学部 ） II 

5 3. 4 . 1 6  遠 藤 幸 一 講 師 （教育学部 ） II 

II 山 村 研 一 助 手 （和漢 薬 研究所） f’ 

II 絹 石 達 也 文部事務官 （庶務部人事 課 ） II 

ii 作 井 功 II II II 

II 武 田 勇 夫 II II ll 

II 松 田 誇 直 II II II 

5 3. 4. 1 藤 本 幸 夫 助 手（大 阪 大学文学部 ） 助教授（人文学部 ） 文 部 大 臣

II 木 下 喬 II （東北大学文学部 ） 講師（ ” 富 山 大学長

II 相 馬 恒 雄 助教授 （教育学部 ） 教授（教育学部 ） 文 部 大 臣

II 奥 村 義 雄 講 師 （ II 助教授（ II II 

II 宇 井 啓 高 助手（名古屋 大学理学部 ） II II II 

II 小 島 満 講師 （経済学部 ） II （経済学部 ） II 

II 竹 川 慎 吾 II II II II II 

II 風 巻 紀 彦 助教授（東北大学教養 部 ） 教授 （理学部 ） II 

II 広 岡 公 夫 II （福井大学教育学部 ） II II 
昇任

II 堀 越 叡 助手 （東京 大学理学部 ） II II 

II 日 下部 実 II （東京工業大学理学部） 助教授（ II II 

- 18 -
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53 . 4 .  1 間 庭 充 幸 助教授 （教養 部 ） 教授 （教養 部 ） 文 部 大 臣

II 瀧 i事 弘 II II II 

II 加 藤 異 一 神戸大学経理部長 事務局長 II  

II 五十嵐 靖 夫 文部事務官（和漢薬 研究所） 富 山 医科薬科大学会計 課総務係総務主任 富
薬科

山
大

医
学

科
長

II 高 木 光司 郎 助教授（理学部 ） 教授 （理学部 ） 文 部 大 臣

53 . 4 . 1 6  泉 敏 郎 II （教育学部 ） II （教育学部 ） II 

II 藤 井 敏 孝 II II II II 

53 . 4 . 1 林 良 重 教諭（東京教育大学附属盲学校） 助教授 （教育学部 ） 文 部 大 臣

II 掛 見 正 郎 助手（薬学部） 助手（ 富 山 医科薬科大学薬学部 ） 富
薬科

山
大

医
学

科
長

II 森 井 孫 俊 II II II 

II 京オ本屯 佳 洋 II II II 

II 高 畑 廃 紀 II II II 

II 市 川 敏 博 月 （ 鹿児島大学理学部 ） 鹿
大学

児
長
島

II 主A比主 田 邦 明 II （ 工学部） 月 （名古屋 大学工学部 ） 名
大

古
学

屋
長

II 郡F忙司ミ 正 明 II （和漢 薬 研究所） II （ 富 山 医科薬科大学薬学部 ） 薬
富
科

山
大

医
学

科
長

転任
回 品 調 富 山 医科薬科大学会計 課給与係長II 中 薬学部総務係長 II 

II 中 村 信 一 文部事務官（薬学部 ） 文部事務官 （ 富 山 医科薬科大学学生 課） II 

II 山 下 裕 一 II II II II 会計 課） II 

II 辻 堂 清 文部技官（ II 文部技官（ II 研究協力 課 ） II 

II 内 多 美 樹 II II II II II II 

II 佐 野 明 美 II II II II 薬学部 ） II 

II 旗対本" 和 子 II II II II II II 

II 笠 波 金 二 用 務 員（ II 作業 員） 文部事務官（ II 会計 課作業 員） II 

53 . 4 .  1 藤 井 一 行 教授（金沢大学教養 部 ） 教授 （ 人文学部 ） 文 部 大 臣

II 高 森 邦 明 II （教育学部 ） II （筑波大学教育学系 ） II 

II 小 泉 4采 II （薬学部 ） II （ 富 山 医科薬科大学薬学部 ） II 

II 狐 塚 寛 II II II 

II 堀 越 勇 II II II 

II 永 原 茂 II II II 

II 宮 原 龍 郎 助教授（ II 助教授 （ II fl 

II 竹 口 紀 晃 II II II II II 

II 北 川 泰 司 II II II 円 II 

配置換 II  的 場 勝 英 II II II II II 

II 横 川 保 事務局長 東京外国語大学事務局長 II 

II 松 田 正 毅 経理部経理 課長 浜松医科大学総務部会計 課長 II 

II 金 i峯 正 一 福島工業高等専門学校会計課長 経理部経理 課長 II 

Qd
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53 . 4 .  1 和 田 武 男 学生課長 岐阜大学学生課長 文 部 大 臣

II 山 ロ 照 見 明石工業高等専門学校庶務課長 学生課長 II 

II 竹 岡 環 工学部事務長 人文学部 ・ 理学部事務長 II 

II 高 松 平 吉 人文学部 ・ 理学部事務長 工学部事務長 II 

II 宮 越 一 男 厚生課厚生係長 厚生課寮務係長 富 山 大学長

II 山 ノ 下 裕 一 文部事務官（教育学部） 文部事務官（薬学部） II 

53 . 4 .  1 手 崎 政 男 教授（ 人文学部） 文理学部長 （期間53 . 4 . 1 ～54 . 5 . 1 ) 文 部 大 臣

II 杉 本 新 平 II （ 教 養 部 ） 教養部長（期間53 . 4 . 1 ～ 55 . 3 . 31 ) II 

II II II 評議員 （期間 II II 

II 増 田 欣 II （ 教育学部 ） 教育学部附属小学校長（期間 II II 

II 小 沢 慎一郎 II II 附属中 学校 長（期間53 .4 . l ～54 . 4 . 1 ) II 

II 頭 川 徹 治 II II 附属養護学校長（期間53 . 4 . 1 ～ 55 . 3 . 31 ) II 

II 大 津 欽 治 II II 附属幼稚園長（期間 II II 

II 狐 塚 寛 II （ 薬 学 部） 評議員 の併任解除 II 

II 堀 越 勇 II II II 

II 手 崎 政 男 II （ 人文学部） 教授（文理学部 ） II 

II 平 田 品名 II II II 

II 楠 瀬 勝 II II 11 

II 吉 田 清 II II II 

II 山 口 博 II II II 

併任 II 本 田 弘 II II II 

II 長 沼 忠兵衛 II II II 

II 永 田 英 正 II II II 

II 提 山 淑 郎 II II II 

II 三 宝 政 美 II II II 

II 山 村 敬 II II II 

II 木 下 良 II II II 

II 梶 井 捗 II II II 

II 藤 井 一 行 II II II 

II 岡 本 明 助教授 （ II 助教授（ II II 

II 中 本 昌 年 II II II II II 

II 鎌 田 元 一 II II II II II 

II 矢 津 英 一 II II II II II 

II 藤 本 幸 夫 II II II II II 

II 山 崎 幸 雄 講師（ II 講師（ II 富 山大学長

II 佐 藤 進 II II II 
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53 . 4 .  1 寺 津 典 子 講師（ 人文学部） 講師 （ 文理学部 ） 富 山大学長

II 木 下 喬 II II II 

II 竹 内 豊三郎 教授 （理学部 ） 教授 （ II 文 部 大 臣

II 児 島 毅 II II II 

II  小 林 貞 作 II II II 

II 中 川 正 之 II II 

II 田 中 専一郎 II II II 

II 久 保 和 美 II II II 

II 川 瀬 義 之 II II II  

II 横 山 泰 II II II 

II 川 井 清 保 II II II 

II 堀 令 司 II II II 

II 後 藤 克 己 II II II 

II 松 本 賢 一 ” II II  

II 中 村 良 郎 II II II  

II  小 黒 千 足 II II II 

II 斎 藤 好 民 II II II 

併任 II 北 野 孝 一 II II II 

II 風 巻 紀 彦 II II II 

II 広 岡 公 夫 II II II 

II 堀 越 叡 II II II 

II 高 木 光司 郎 II II II 

II 中 国 三 郎 助教授（ II 助教授 （ II II 

II 近 藤 和 郎 II II II II II 

II 菅 井 道 三 II II II II II 

II 安 田 祐 介 II II II II II 

II 尾 島 十 郎 II II II II II 

II 平 山 実 II II II II II 

II 金 坂 最賓 II II II II II 

II 鳴 橋 直 弘 II II II II II 

II 鈴 木 正 昭 II II II II II 

II 渡 it 義 之 II II II II II 

II 岡 部 俊 夫 II II II II II 

II 井 上 ヲム II II II II fl 

fl 日 下部 実 II II II fl II 

fl 川 崎 一 朗 II II II II fl 
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53 . 4 .  1 松 本 勝 講師（理学部） 講師（文理学部） 富山大学長

II 回 口 茂 II II II 

II 道 端 斉 II II II 

II 南 部 睦 助手（ II 助 手 （ II II 

II 森 克 徳 II II II 

II 常 川 省 三 II II II 

II 演 本 伸 治 II II II 

II 林 有 ー II II II 

II 高 安 紀 II II II 

II 増 田 恭次郎 II II II 

II 山 口 晴 可 II II II 

II 東 軒 克 夫 II II II 

II J I  I 回 邦 夫 II II II 

” 東 川 和 夫 II II II 

。 水 野 透 II II II 

II 菅 谷 孝 II II II 

II 笹 山 雄 一 II II II 

併任 II 金 森 寛 II II II 

II 野 口 宗 憲 II II II 

II 中 川 忠 雄 教諭 （教育学部附属養護学校） 教育学部附属養護学校小学部主事 II 

II 嶋 作 恭 子 II II 中学部主事 II 

II 佐 藤 日 出信 II II 高等部主事 II 

II 横 山 保 教授（大阪大学経済学部） 教授（経済学部） 文 部 大 臣
II 藤 田 正 寛 教授（神戸大学経済栓営研究所） II II 

II 山 崎 高 層 富山医科薬科大学副学長 II （薬学部） II 

II 増 田 克 忠 教授 （富 山 医科薬科大学薬学部） II II 

II 谷 村 想、 徳 II II II 

II 森 田 直 賢 II II II 

II 小 泉 保 II II II 

II 木 村 正 康 II II II 

II 狐 塚 寛 II II II 

II 榎 本 三 郎 II II II 

II 堀 越 勇 II II II 

II 吉 井 英 一 II II II 

II 西 荒 介 II II II 

II 永 原 茂 II II II 
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53 . 4 .  1 野 村 敬 一 助教授（富山医科薬科大学薬学部） 助教授（薬学部） 文 部 大 臣

II 田 上 昇一郎 II II II II II 

II 清 水 率 夫 II II II II II 

II 脇 功 巳 II II II II II 

『1 宮 原 龍 郎 II II II II II 

II 井 上 正 美 II II II II II 

II 小 泉 徹 II II II II II 

II 北 川 泰 司 II II II II II 

II 的 場 勝 英 II II II II II 

II 吉 崎 正 雄 II （ 薬富学山部医科附属薬科薬大用植学物園 ） II II 附属薬草国） II 

II 安 立 準 助 手 （ 富 山 医科 薬科大学薬学部） 助手（薬学部） 富山大学長
II 中 野 琢 II II II 

II 有 i皐 宗 久 II II II 

II 掛 見 正 郎 II II II 

II 木 村 郁 子 II II II 

II 森 正 明 II II II 

II 柏 木 寛 II II II 

II 森 井 孫 俊 II II II 

併任
II 竹 内 義 雄 II II II 

II 岡 村 昭 治 II II II 

II 浅 水 哲 也 助手（ II ） 助手（ II II 

II 森 佳 洋 II II II 

II 高 畑 康 紀 II II II 

II 森 正 明 II （和漢薬研究所） 助手（薬学部） の併任解除 II 

II 水 口 妙 子 文部事務官（保健管理セン ター） 文部事務官（厚生課） II 

II 山 本 郁 子 文部技官（厚生課） 文部技官（保健管理セ ン タ ー ） II 

II 松 山 政 夫 文部技官（理学部） 文部技官（文理学部） II 

II 水 島 俊 雄 II II II II II 

II 小 松 美英子 II II II II II 

II 新 木 泰 子 II II II II II 

II 五十嵐 靖 夫 富会計山医課科総務薬科係大総学務主任 文部事務官（薬学部 ） II 

II 中 村 信 一 文（ 富部山事医務
科

官
薬科大学学生課 ） II II II 

II 笠 波 金 二 II ( II 会計課作業員 ） II II 作業員 ） II 

II 辻 堂 清 支部技官（ II 研究協力課） 文部技官（薬学部） II 

II 内 多 美 樹 II II II II II 

II 佐 野 明 美 II ( II 薬学部） II II II 
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s3 . 4 1 I 中 塩 紀 美 ｜ 活関薬科大学会計課） ｜ 薬学部の併任解除
II ｜ 林 和 子 ｜文部技官（薬学部） ｜ 和漢薬研究所の併任解除併任

第179号
富山大学長

II 

文 部 大 臣

II 高 木 行 則 ｜ 経理部主計課課長補佐

評議員 （期間53 . 4 . 2～54 . 7 . 31 )
評議員の併任解除
評議員（期間53 . 4 . 17～54 . 4 . 1 )
教養部事務長事務代理免
教養部会計係長事務代理免
復職した

一一
一

一
一

53 . 4 .  2 I 石 瀬 秀 治 ｜ 教授（経済学部）
53 . 4 . 17 I 柿 同 時 正 I II （教養部）

II ｜ 世 利 幹 雄 I II ( II ) 
円 － I 瓜 4 1 I 坂 本 正次郎｜庶務部長
'.>_;; VJ 
名称、

II 

II 

53 . 4 .  1 I 宮 越 一 男 ｜ 厚生課厚生係長復職 l I I 
II ｜ 林 弘 ｜ 人文学部 ・ 理学部学務係長 II II 

s3 . 4 1 I 川 西 洋 子同務補佐員（庶椀慨務課） I 3 月 31 日 限 り 退職
II ｜ 相 津 貴美子1 II （ 人文学部理学部） ｜ II 

II ｜ 草 島 圭 子 I II （薬学部） I II 

II 1 渡 茂 二｜臨時用務員（和模開矧） ｜ II 

富山大学長
II 

II 

II 

II l 砂子田 仙 吉 ｜ II ( II ) I II II 

II 岡 崎 真 弓｜事務補佐員（
永 川 智 子1 II ( 

回 伏 良 子｜ II 

布 目 慎 勇 ｜繍補佐員（ II II 

II II II 

II II II II 

II II II II 

II II 

蹴 ， 川 安 達 ゑ寸事務補闘（同規部） I II 

I 53 . 4 z I 森 谷 佐三郎 ｜ 教授（人文学部） I 4 月 1 日 限 り 停年に よ り 退職
富 山 大 学 経営
短期大学部学長

文 部 大 臣
II 玉 生 正 信 I II （教育学部）

入 津 寿 夫 I II ( II 

蔵 島 茂 I II ( II 

深 井 三 郎 I II ( II II II 

II II 

II II II 

II II II 

II 

II 高 野 兼 吉 I II ( II 

野 崎 富 作 I II （経済学部）
菅 原 修 I II ( II II 

II II 

II II II 

II II 

s3 . 4 1 1  I 永 田 正 夫 ｜ 臨時用務員（教育学制醐） I 4 月附限 り退職
II ｜ 長 森 米 作 I II （欄間） I II 

53 . 4 1 I 上 回 道 広 ｜ 助教授（薬学部） ｜ 辞職を承認
II ｜ 林 弘 ｜ 人文学部 理学協同 II 

辞職 ｜ II ｜ 舟 見 幸 生 ｜ 薬学部学務係長 I II 

II ｜ 中 村 富美子 ｜ 用務員（人文学部 ・ 理学部） ｜ II 

富山大学長
II 

文 部 大 臣
富山大学長

II 

II 

II 笠 間 と し ｜ II （工学部） II II 
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昭和53年 4 月号 学

学 内 諸 報

名 誉教授の称号授与

昭和53年 4 月停年退職さ れた次の方々 に対し ， 昭和53年
4 月 21 日付けで富山大学名誉教授の称号が贈 ら れた 。

名誉教授

玉 生 正 信

東京帝国 大学文 学部

美 学美術史学科卒業

文 学士

昭和22年 6 月 富山師範学校教授， 同24年 6 月 兼富山大学
助教授， 同25年 4 月 富山大学助教授， 同28年10月 富山大学
教授 （教育学部） と な り ， 30年余 り の永 き に わ た り ， 終始
熱心に学生の教育， 指導に専念さ れた 。
こ の間教育学部附属小学校長， 同幼稚園長 と し て 6 年間

附属学校の発展に尽力 し て来た 。 更に通算 4 年 3 月 本学の
評議員 と し て ， 本学の管理運営に寄与さ れた 。
一方美術科の教授 と し て研究に従事さ れ， 研究論文は，
「新 し い“Vision” の誕生」 ， 「 ゴー ガ ンの芸術」 ， 「光琳
と 冬木小袖」 な ど発表 し貢献さ れた 。

名誉教授

入 沢 寿 夫
東京帝国 大学文 学部

心 理学科卒 業

文 学士

昭和30年 3 月富山大学教授 （教育学部） と な り ， 23年余
り の永 き に わ た り 終始熱心に学生の教育， 指導に専念さ れ
fこ 。
こ の間， 同30年 8 月 か ら 20年余 り 本学の学生相談所委員

と し て学生の精神衛生の良 き相談役 と な り ， 献身的に努力
を惜ま な か っ た 。
一方教育心理学の教授 と し て研究に従事さ れ， 研究論文

は， 「乳幼児精神発達検査」 ， 「少年保護に おけ る職業指
導の問題J , 「家庭 と 少年非行」 な ど発表 し貢献さ れた 。

報 第179号

名誉教授

蔵 島 茂
東京帝国 大学 理学部

数 学科教室卒業

理 学士

昭和18年12月 富山師範学校嘱託， 同20年 7 月 同助教授，
同22年 6 月 同教授， 同24年 6 月 兼富山大学助教授， 同26年
3 月 富山大学助教擦， 同40年 3 月 富山大学教授（教育学部）
と な り ， 32年余 り の永 き にわ た り 終始熱心に学生の教育，
指導に専念さ れた 。

こ の間 2 年間本学の評議員 と し て， 本学の管理運営に寄
与さ れた 。
一方数学の教授 と し て， 研究に従事し ， 特に位相空論，

ま た ， それに関連 し た古典的な解析学に関心 を い だ き研鎖
発表 し貢献き れた 。

名誉教授

深 井 三 郎

富山師範学校本科

第一部卒業

理学博士

昭和18年 4 月富山師範学校教諭， 同20年 5 月同校助教授，
同24年 6 月兼富山大学講師， 同25年 4 月 富山大学講師， 同
28年10月助教授， 同41年 4 月富山大学教授 （教育学部） と
な り 33年の永 き に わ た り ， 終始熱心に学生の教育， 指導に
専念さ れた 。

こ の間， 4 年間本学の評議員 及 ぴ 2 年間教育学部長 と
し て 本学の管理運営に寄与 さ れた 。
一方地学の教授 と し て研究に従事き れ， 北アルプス の地

形発達， 氷河地形の研究では， わが国の第一人者であ る 。
「飛騨山脈 と そ の山麓地域の地形発達史」 と題す る研究論
文を発表 し ， 理学博士の学位を授与さ れた 。

名誉教授

野 崎 富 作

東京商科 大学学部卒業

商 学士

昭和31年 4 月本学教授に就任以来22年間に わ た り 教育研
Fhd
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昭和53年 4 月号 学

究に従事， こ の閉経済学部長， 経営短期大学部主事， 評議
員 と し て本学の管理運営に寄与さ れた 。 一方経営学 （総論）
の担当教授 と して ， 高遁な学識に基礎づけ ら れた全人格的
な指導に よ り ， 幾多の人材の育成 と その輩出に貢献さ れた
のみな ら ず， 経営学の実践の場と し て地域社会の発展の た
め各種委員会委員の要職を歴任さ れ る等学内外に おけ る功
績は高 〈 評価さ れ る も の であ る 。

報 第179号

叙 位 ・ 叙 勲

4 月 29 日 の天皇誕生 日 に， 春の叙勲が発表さ れ， 本学関
係では次の方々 が受章き れま し た 。

富山大学名誉教授 姥 川 栄 作 勲三等旭日 中綬章
富山大学名誉教授 佐々木 龍 作 勲三等旭日 中綬章

海 外 渡 航 者

氏 属 ｜ 官 職 ｜ 渡航の種類 ｜ 渡 航 先 国 日 的 ｜ 期 間

武井 勲 ｜ 経済学部 ｜ 講 師 ｜ 海外研修旅行 ｜ ア メ リ カ合衆国
・ マネ年ジ メ 53 . 4 .  7 ア メ リ カ 合衆

総
国ン会
にト 及
査

お
にン研

け
出ぴト
保席及究

る
並険
び
「管
保ぴ
リ 理
険
ス
に｜ 協

ク
リ 会ス 」ク の・ マ次ネ ジ メ i 53 . 4 . 28 問題につい ての調

議 師 木下 喬
職 員 j商 息

教 育 学 部
助 教 授 林 良重

ぐ 新 任 者〉
事 務 局 II 山本 都久
事務 局 長 加藤 真一

II 字井 啓高
経理 課 長 金津 正一 議 師 庚回 忍

II 演名 正道
文部事務官 絹石 達也

II 作井 功 II 遠藤 幸一
II 武田 勇夫
II 松図 書専直 教 諭 堀 田 恵 美子

学 生 部 II 高瀬 泉
学 生 課 長 山 口 照見 II 松i事 敏彦

II 飯田 Jlqt 
人 文 学 郁 II 青山
教 授 山村 奇士

II 山崎 友憲
II 木下 良 II 泉 美智子
II 梶井 捗 II 酒井 元雄

II 中谷 静江
II 藤井 一行 II 清水美和子

理 学 部

助 教 授 矢津 英一 教 授 堀越 叡

II 藤本 幸夫 II 広岡 公夫
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昭和53年 4 月号
教 授 風巻 紀彦
助 教 授 日下部 実

II 川 崎 一朗

薬 学 郵
助 手 渡i受 信

工 学 部
助 手 平j畢 良男
事務補佐員 各務 進

II 米田 泉
II 中井 JI頃子

和漢薬研究所

助 手 山村 研一
附属図書館

事務補佐員 越村 礼子
II 細川 悦子

経営短期大学部

事務補佐員 永井富美子
く改 姓〉

教 育 学 部
養 護 教 諭 島回 公子 （ 旧姓 上杉）

工 学 部

事務補佐員 金井 律子 （旧姓 関野）
く住所変更〉

教 育 学 部

助 教 授 加藤正二郎

講 師 横山 泰行
II 大石 昂

II 前川 久男

養 護 教 諭 島田 公子
工 学 部
事務補佐員 金井 律子

教 養 留
教 授 鍬田 邦夫
助 教 授 中村 哲夫

和漢薬研究所

教 授 渡辺 和夫

II 難波 恒雄

II 荻 閏 善一

学 報 第179号
経営短期大学部

助 教 授 谷川 宗隆

II 藤本 正文

主 要 日 誌

l竺 部

4 月 7 日 昭和53年度国立学校施設実態調査説明会 （於
青山会館）

10 日 昭和53年度富山大学入学式
12～ 13 日 建築工事標準仕様書等説明会 （於 都道府

県会館 ）
13 日 第 1 回事務協議会
18 日 第 1 回大学院委員会

第 1 回教養音II運営協議会
21 日 第 1 回評議会
22 日 第 2 回事務協議会
28 日 富山大学大学院理学研究科入学式

富山大学名誉教授称号授与式
富山大学質量分析装置室運営委員会

文 理 学 部

4 月 12 日 教授会
17日 各学科， 専攻科授業開始

人 文 学 部

4 月 1 2日 新入生オ リ エ ン テー シ ョ ン
19 日 教授会
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教官懇談会
22 日 2 年次生オ リ エ ン テーショ ン （新カ リ キ ュ ラ ム

説明 ）
26 日 カ リ キ ュ ラ ム委員会
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4 月 5 日 附属小学校第 1 学期始業式
6 日 附属小学校入学式

附属養護学校第 l 学期始業式
7 日 附属中学校第 1 学期始業式

附属幼稚園第 1 学期始業式
附属養護学校入学式

8 日 附属中学校入学式
10 日 前学期授業開始

教務委員会
11 日 附属幼稚園入図式
12 日 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

教務 ・ 補導合同委員会
教授会
人事教授会

18～ 19 日 昭和53年度北陸地区教員養成学部事務長協
議会 （於 新潟大学教育学部高田分校）

19 日 学部図書委員会
20 日 補導委員会
26 日 教務委員会
27 日 補導委員会

経 済 学 部

4 月 6 日 第 1 回教務委員会
第 l 回人事教授会
第 1 回教授会

11 日 第 l 回学部将来構想、検討委員会
12 日 昭和53年度経済学部入学生の オ リ エ ン テー シ ョ ン

並びに健康診断
第 2 回人事教授会

13 日 授業開始
19 日 第 1 回 日 本海経済研究所運営委員会

第 3 回人事教授会
24 日 第 2 回教務委員会 （持ち廻 り ）
26 日 第 2 回学部将来構想検討委員会

第 2 回教授会
27 日 第 1 回学部補導委員会

理 学 部

4 月 4 ～10 日 大学院理学研究科入学願書受付
12日 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン （教養 5 番教室 ）

教授会
理学研究科委員会

14 日 理学研究科入学者選抜学力検査
15 日 間 口述試験， 健康診断
17日 理学研究科委員会 （合格者判定会議）
20 日 理学研究科合格者発表
26 日 学部図書委員会

教授会
教官懇談会

薬 学 部

4 月 3 ～ 5 日 日本薬学会第98年会 （於 岡山大学）
1 1 日 予算委員会
19 日 教授会
24 日 薬学研究科委員会

工 学 部

4 月 7 日 教務委員会
11 日 X線回折装置機種選定委員会

教授会
工学研究科委員会

12 日 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン及び健康診断
工学部構内交通対策委員会

13 日 前学期授業開始
19 日 工学部移転推進委員会
21 日 学部補導委員会
24 日 事務連絡会議
26 日 定期健康診断

学科主任会議
28 日 学部補導委員会

教 餐 部

4 月 5 日 教養部教務補導合同委員会
教授会
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教授のみの教授会
10目 教養部芳 1） エ ン テ ー シ ョ ン

11日 授業開始

12 日 内地 ・ 在外研究員に関す る 委員会

教養部図書委員会

教授のみの教授会

19日 教養部将来計画委員会

教養部補導委員会

2 5 臼 X線間接銀影
2 6 日 教授会

｜ 和漢欝研究所 ｜
4月11日 第 1 回教授会

却臼 X線間接撮影
2 4 日 薬学研究科委員会
2 5日 第2 回教授会

2 7日 臨時教授会

附 属 図 書 館

4月10日 附属図書館 オ り エ ン テ ー シ ョ ン

14 日 商議会

学

19日 富山県図書館協会理事会（於 県民会館）

20日 X線間接撮影
22 日 専門委員会

28日 専門委員会

｜雌短期大学留 ｜
4月 1 ～ 7 日 職議生出願手続

6 ～ 8 日 入学手続

10日 入学式
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

前学期授業開始

11日 定期健康診断

12 日 新入生歓迎会

13日 第 l 回教授会

18日 財春委員会

2 5日 昭和53年度前期分授業料等減免選考委員会

2 7日 第2 回教授会

縄 第179-1}
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